
１ 鉄道利用促進のための機運醸成

○ 鉄道は，路線バスやデマンド交通等との結節点として，地域の生活や経済を支えると

ともに，国民の移動を支える広域交通ネットワークを形成していることから，国としても広

域交通ネットワークにおける鉄道の重要性を認識し，県，市町，地域等が行う，鉄道路

線の利用促進や地域での活用を推進する取組への支援を行うこと。併せて，鉄道事業

者に対し，こうした取組に積極的に取り組むよう働きかけること。

２ 鉄道事業法における手続きの見直し

○ 鉄道事業者が，届出により事業廃止できる現行の鉄道事業法制度について，地域

における鉄道活性化の取組や廃止に伴う影響等を国が評価するなど，処理手続きの

見直しを行うこと。

国への提案事項

４ 安心・安全な暮らしづくり
（４） 鉄道ネットワークの維持・確保と利用促進の支援

【提案先省庁： 国土交通省】
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４ 安心・安全な暮らしづくり
（４）鉄道ネットワークの維持・確保と利用促進の支援

【広島県の現状】

○ 平成30年７月豪雨災害を通して，鉄道が，県内の交

通ネットワークにおける「広域幹線」として，地域の生活

や経済活動を支えていることが県民に再確認された。

○ JR芸備線・福塩線の利用状況

豪雨災害により，長期間不通となった芸備線の利用

者の落ち込みが大きい。

【広島県の取組】

○ 鉄道ネットワークを活かした中山間地域の魅力向上

上記のような現状を踏まえ，本県では，令和２年度

から，鉄道ネットワークを活用して地域交流の拡大等を

図る新規事業を創設し，芸備線及び福塩線沿線の市

長や協議会等と連携して利用促進の取組を進めてい

る。
［参考：JR芸備線及び福塩線の状況］
（芸備線）

（福塩線）

● 長期間の運休を余儀なくされた路線においては，利

用者数が発災前まで回復しない恐れがあり，利用者数

の少ない状況が続いた場合は，存続の危機も考えられ

る。

このため，鉄道をはじめ交通ネットワークに関心の高

い現状をチャンスとして捉え，官民が一体となった鉄道

の利活用促進策を展開する必要がある。

● 鉄道事業法の現行制度上では，鉄道事業者が廃止

日の１年前までに国土交通大臣に届ければよいとされ

ている。

⇒ 鉄道の廃止が地域にもたらす影響や，地域が行う

鉄道ネットワークを活かした地域活性化事業の成果を

国が評価するなど，事業廃止手続きを進める過程にお

いて，地域の実情が反映されるよう，見直しを講じること

が必要である。（鉄道事業法第28条の２）

［参考：広島県で廃止となった鉄道］
JR可部線（可部～三段峡）［H15］
JR三江線（三次～江津（島根県））［H30］

課 題現状／広島県の取組

区分 H27 H28 H29 H30 R1

広島～備中神代(人/日) 1,702 1,699 1,705 1,341 1,323

区分 H27 H28 H29 H30 R1

福山～塩町(人/日) 2,199 2,242 2,254 2,181 2,194
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